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改  正  後 現     行 

【防災ダム整備の場合の具体的な算定方法】 

※ 農業用ダム整備の場合は、本算定方法を参考とすること。 

 ア～イ ［略］ 

 ウ 算定手順 

  ① ［略］ 

  ② 現況想定被災区域・被害量の把握 

ａ 現況被災区域の前提条件の把握 

1） シミュレーションによる排水解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防災ダム整備の場合の具体的な算定方法】 

 

 ア～イ ［略］ 

 ウ 算定手順 

  ① ［略］ 

  ② 現況想定被災区域・被害量の把握 

ａ 現況被災区域の前提条件の把握 

1） シミュレーションによる排水解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 生起確率の条件設定

流最規模は、無害流最より大きくかつ計画規模を最大とする 6ケース程度を設

定する。確率規模は基準地点での評価とする。

確率年 ：l／3 1/5 | 1/10 1/30 1/50 1/100 1/150 1/200| 

↑ 
無害流最 6ケース

洪水波形は、当該水系の基本高水等の検討において設定された代表洪水の中か

ら、次の事項に配慮して設定する。

• 河川管理施設等の設計対象泄水となっているもの

• 著名な水害で、 できるだけ近年のもの

．氾濫ボリュームが大きい等想定被害額が大きくなるもの

氾濫ケースの設定は、上記で設定した流枇規模ごとに氾濫プロックの数だけ行

う。破堤箇所は、それぞれの氾濫ブロ ックで一地点（最大の被害となる箇所）設

定する。

(7) 生起確率の条件設定

流批規模は、無害流量より大きくかつ計画規模を最大とする 6ケース程度を設

定する。確率規模は基準地点での評価とする。

確率年 ：l／3 1/5 | 1/10 1/30 1/50 1/100 1/150 1/200| 

↑ 
無害流品 6ケース

洪水波形は、当該水系の基本高水等の検討において設定された代表洪水の中か

ら、次の事項に配慮して設定する。

• 河） 1 |管理施設等の設計対象泄水となっているもの

• 著名な水害で、できるだけ近年のもの

．氾濫ボリュームが大きい等想定被害額が大きくなるもの

氾濫ケースの設定は、上記で設定した流抵規模ごとに氾濫プロックの数だけ行

う。破堤箇所は、それぞれの氾濫プロックで一地点（最大の被害となる箇所）設

定する。
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改  正  後 現     行 

 

 

(ｲ) 排水解析 

確率年ごとの洪水波形をもとに排水解析を行い、破堤地点における氾

濫流量を計算する。 

準二次元不等流計算により越水・破堤地点のH－Q 式を作成し、氾濫流

量から河川水位を算定する。 

越水・破堤流量は、越水破堤地点における河川水位と破堤敷高の関係

から算定する。 

 

 

 

 

(ｲ) 排水解析 

確率年ごとの洪水波形をもとに排水解析を行い、破堤地点における氾

濫流量を計算する。 

準二次元不等流計算により越水・破堤地点のH－Q 式を作成し、氾濫流

量から河川水位を算定する。 

越水・破堤流量は、越水破堤地点における河川水位と破堤式高の関係

から算定する。 

 

 

（令和２年４月） 

（令和２年４月） 

図 氾濫プロックと破堤地点の設定

プロソク 1

口」
こコ支IIl` い 硯 ＊ エ リ ア

疇本11l6叩濯に Iろ浸．にエリア

亡コ支111喰患こ砂浸水エリア

疇＊11lの氾s：よ磯＊いァ

出典 ：国上交通省「治水経済調査マニュアル（案）」

脳 河川水位と破堤邸

／三
（越水 ・破堤流駄は横流出と して扱う。）

出典：国土交通省「治水経済調査マニュアル（案）」

図 氾濫プロックと破堤地点の設定

出典：国土交通省「治水経済調査マニュアル（案）」（平成 17年4月）

函 河川水位と破堤嵩

／ニ
（越水 ・破堤流試は横流出と して扱う。）

出典：国土交通省「治水経済調査マニュアル（案）」（平成 17年4月）
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2） ［略］ 

ｂ 現況被害量の把握 

1）～2） ［略］ 

3） 現況被害額の算定 

(ｱ) 直接被害 

(a) 家屋 

資産調査で把握した家屋資産を、メッシュ内の階数分布を用いて補正

し「治水経済調査マニュアル（案）」（国土交通省）の被害率を用いて

家屋被害額を算定する。 

被害額＝補正後家屋資産額×被害率 

 

 （削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 家庭用品 

資産調査で把握した家庭用品資産を、メッシュ内の階数分布を用いて

補正し「治水経済調査マニュアル（案）」（国土交通省）の被害率を用

いて被害額を算定する。 

被害額＝補正後家庭用品資産額×被害率 

 

 

 

 

2） ［略］ 

ｂ 現況被害量の把握 

1）～2） ［略］ 

3） 現況被害額の算定 

(ｱ) 直接被害 

(a) 家屋 

資産調査で把握した家屋資産を、メッシュ内の階数分布を用いて補正

し下記の被害率を用いて家屋被害額を算定する。 

被害額＝補正後家屋資産額×被害率 

 

 
 

(b) 家庭用品 

資産調査で把握した家庭用品資産を、メッシュ内の階数分布を用いて

補正し下記の被害率を用いて被害額を算定する。 

被害額＝補正後家庭用品資産額×被害率 

 

 

 

 

 

表 浸水深別家屋被害率

＼ 地盤勾配

末上 土砂j北苗 （床 ヒ）
出 1•• Euonl 50~ lll()～ 200~ 300L'119 GUl•m 60'-'"＇ 

未油 9り 199 2g9 以上 未満 以上

Aグループ 0. O'.l2 (・1̀ 0[J2 0. 119 0, 2(i6 。̀:,80 0. H:l-l 

Bグループ 0. O ¥・I Cl. 121¥ ()． I iii 0, 3,1 :l (J. 6 1 7 (), R71•I I), 1 3 (）． 7内5

(‘グループ (). [J.1 (） Cl. 111 0.11)．ズ (） 38 2 (). (iSJ 0. 8KR 

A: I'1000 !叶閥 f} : LII)()0~ 1. 500、C : 1'500以上

it : 1．平成 5年～平成 8年の 水吾演宵実態頷背」 により求め rJil！こ液宥*-（ただし、

上砂堆fR：さ従来い抜宙学］

2. 京屋の全半壊についても柘老 Lた数f直であろ，

出典：国土交通省 「治水経済調査マニュアル（案）」（平成 17年4月）
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改  正  後 現     行 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 事業所償却・在庫資産 

資産調査で把握した事業所償却・在庫資産を、メッシュ内の階数分布

を用いて補正し「治水経済調査マニュアル（案）」（国土交通省）の被

害率を乗じて被害額を算定する。 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 農漁家償却・在庫資産 

資産調査で把握した農漁家償却・在庫資産を、メッシュ内の階数分布

を用いて補正し「治水経済調査マニュアル（案）」（国土交通省）の被

害率を乗じて被害額を算定する。 

 

 

 

 

 

(c) 事業所償却・在庫資産 

資産調査で把握した事業所償却・在庫資産を、メッシュ内の階数分布

を用いて補正し下記の被害率を乗じて被害額を算定する。 

 

(d) 農漁家償却・在庫資産 

資産調査で把握した農漁家償却・在庫資産を、メッシュ内の階数分布

を用いて補正し下記の被害率を乗じて被害額を算定する。 

 

 

 

 

表浸水深別家庭用品被害率

床 t
没水深 床下 50LIII 50~ 100~ 200~ 30(Kul 50じ●l

未溝 りし鴫l 19(l 29¥l 以上 た、社j

祐古.：t; o. 0'.!1 り 143 o. :1:cti 0. SU~ 0.り‘J.、0.'l91 (I. 30 

注：平成 5 年～平成 H 年U) 「水古被＇占尖癒調紀によ i) 求められf—被＇岩率ー（ただし、 I: 

tけ堆桔：ii比火i/)彼‘占4'.)

出典：国土交通省 「治水経済調査マニュアル（案）」（平成 17年4月）

表 浸水深別事業所資産被害率

床上

床下 iiO,m 5()～ 100~ ~oo ~ 300しm

,K満 99 ＂， 2り9 以 I:.

佑！:jl | o, 1999 り． 2i2 0.,1,H (9, 7H9 (J. 96iう 0.かが5

{1:|祐C I 0, (J!,!i I O ]~I( I 0. ~c-;. I 0, :,Hti I 0, H9, I 0.'-Jl,i~ 

i王：平戌 5年～平成 R年U) •水 };:lJ~~I;,：尖態瀾 ―とー により求められた被宙字 （ただし` l-一

砂堆積1ti芯来の被杏宇J

出典：国土交通省 「治水経済調査マニュアル（案）」（平成 17年 4月）
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（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 農作物 

資産調査で把握した資産額に浸水深及び浸水日数に応じた被害率を乗

じて被害額を算定する。農作物被害は極力、地域の農業生産の実態に即

した方法で求めることを基本とするため、被害率は浸水に非常に弱い種、

強い種の作付け状況を考慮し、近年の浸水による農作物被害の実態を考

慮して求めたものを用いる。 

ただし、近年浸水がない場合や、実態が明らかでない場合は、「治水

経済調査マニュアル（案）」（国土交通省）の被害率を用いる。 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(e) 農作物 

資産調査で把握した資産額に浸水深及び浸水日数に応じた被害率を乗

じて被害額を算定する。農作物被害は極力、地域の農業生産の実態に即

した方法で求めることを基本とするため、被害率は浸水に非常に弱い種、

強い種の作付け状況を考慮し、近年の浸水による農作物被害の実態を考

慮して求めたものを用いる。 

ただし、近年浸水がない場合や、実態が明らかでない場合は、下記の

被害率を用いる。 

 

表 浸水深別農漁家資産被害率

床上 上砂堆債（床上）

没水1'/: 未 I‘• Jucm 3 (} ～ 」00~ 21)0~ :iuocm 50cnl 50c渭

未潤 99 )99 299 以上 1ミ満 以上

侶却 0. IJ り．l31i 0. ~:l7 。』 2り7 u.1;ii1 〇.li ll~ 。→ :370 0. 723 

（i: 印 。.IJ り.l¥J!I 0. :!70 。』 W1 0. 7li7 〇.8:11 a→ 380 0.8」5

出典：国上交通省「治水経済潤査マニュアル（案）」（平成 17年 4月）

及 浸水深別 ・没水 日数別農作物被害率（％）

>～ 
冠 n * Iiか澤没

(i_r91[I木ふ o rr......{） ！）！JII) 1_0m以L
池表・t，、らm

I 砂 Jf£f~ i!.':

1 1 5 7 l 3,37  ] 3 5 7 
q3 t1 5 1 0 

¥ ¥ I 以． ¥ ¥ ¥書1 ¥ ~ ¥以 . -. 
2 1 6 1_ 2 -1 6 1-- 公 -1. 6 k 

.-t utu 以
沿i m ト

l al t9肋 21:JI) 319 5il 21 94“] 71 i; 5 I ti I ii il) 14kl 11Al 

尼I,;1 :［) 31 17 Hi) :~ I 141 5<J 4¥11 1 4 69¥ 7: 2ゞ

甘` ～よ I I !10 50.iO g7 1(J 73 8ト :{8 1;3 り．; 100 

己迂 12 a ;0 8J 5b nJ &J しI; •1 7 75 1 UO J OO 

i1'唸 19 ;l:L II ,1!9 ~O l-1 If> 7 F, -1•1 :！ヽ 71 ` I ,,, 
恨粕 沢： 11; 門t h2 1:~ ,"i"i 1m• J1)1) 了；4 87 1I,111 1()(1 

ふ釘 こ：： ；11) 1- 56 31 31:, 5l 』l'，l』 191 599 l迅 IUU

＂俎 :：t 』I 54 1;i :m 4-I fが祁 -19) 5(） 11x 81 

叶11叶う） 2, 42 54 117 ~.S Iぷ 9; •9. 74 り1 9.i7 Iヽ l91 

’̀ 
;1 1r~r 

［ I. I Jとぽ 11.iヽざ． i2う↓Iん芹．その他 廿,~ I~. kl!!. ＇ド．1,'こ こ＇ぽ・i.J.. 4;. " 

ui 」 I~ き中う り ．瓜、西 1£. 、 ,・iA1ー！七lヽ＼！：、人1、ぶIt'I・. たとねぎ守でK；ろ，

2牛」．砂 II！没 9) 殷 ‘i ,~ t'は、 FII|J>i"E l 礼：．“L るしのであるので、「上 •(i戒 J が場 合 It t1t 

1-応じてりらn：すること L

出典 ：国土交通省「治水経済調杏マニュアル （案）」（平成 17年4月）
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(f) 公共土木施設 

一般資産被害額（ア～エの被害額の総和）に公共土木施設等の被害額

の一般資産被害額に対する比率（「治水経済調査マニュアル（案）」（国

土交通省））を乗じて算定する。 

被害額＝一般資産被害額×公共土木施設等の被害額の一般資産被害額

に対する比率 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 間接被害 

  「治水経済調査マニュアル（案）」（国土交通省）を参考に下記によ

り算定する。 

(a) 営業停止損失 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 公共土木施設 

一般資産被害額（ア～エの被害額の総和）に公共土木施設等の被害額

の一般資産被害額に対する比率を乗じて算定する。 

被害額＝一般資産被害額×公共土木施設等の被害額の一般資産被害額

に対する比率 

 

 

 

(ｲ) 間接被害 

 

 

(a) 営業停止損失 

下記により算定する。 

 

表 公共土木施設等の被害額の一般資産被害額に対する比率（％）

し‘―:＂ 
施 直t,1 係；、ビ I•• 水追 I都市屹設 I ,,溢 股1也

1：'i人用
1点設

小，t1

被占半 61. fi 3. 7 o. 4 I o、2 I 8. n 29. I 郎， 8 169, 4 

注：仕心： l0年 (S62~II81 U) 「＊宮祐Jt1'-')中から全国にわたり阪宮1/1牛じた主要な水宮に

9)し、一（水‘苫統計及び農水省統計白'f1を t，とに全国平均で求サ），’ゴl雀，

出典 ：国土交通省「治水経済調査マニュアル（案）」（平成 17年4月）

D、=AlX (no+ n 1/'2) X p, 

j : !祖哀大分類、 M：従業打•1よ、 p: 付｝JII (ilti f直名)'j(1-Y/（人 ．n））、

／1（入 /J 1.それぞれ没水深に応じた党＇名の停 11:n数 ・倅滞 n数

D,=1¥l,・X (no+n1/'2) Xp、

j :産芯大分類、 M ．．従菜者放、 p:｛打JIlfriti（直額（f-4/(人． n））、

ll(）、 /JJ.それぞれ没水深に応じた常沼の（序 11・.n数 ・（亨滞 n放
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（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 家庭における応急対策費用 

・清掃労働対価 

（削る。） 

清掃労働対価＝世帯数×労働対価評価額×清掃延べ日数 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

・代替活動に伴う支出増 

（削る。） 

支出増＝世帯数×代替活動単価 

 

 

 

 

 

(b) 家庭における応急対策費用 

・清掃労働対価 

下記により算定する。 

清掃労働対価＝世帯数×労働対価評価額×清掃延べ日数 

 

 
 

・代替活動に伴う支出増 

下記により算定する。 

支出増＝世帯数×代替活動単価 

 

 

 

注）産業大分類（日本標準産業分類（平成 5年 10月改訂）による。）

D 鉱業 、E 建設業 、F 製造業 、 G 祖気・ガス・水道・熱供給業

H 運輸・通信業 、 I 卸売業・小売業 、J~M サーピス業 ・その他

擾水深

日数

表 営業停止日数 ・停滞日数

床I:
浸水深 床下 50l•m 50~ 100~ ~oo~ 3OOcm 

末1閃 99 199 299 以上

停止日数 3. 0 4.4 6. 3 10.3 16. 8 22. 6 

停滞日数 I 6. o | 8. 8 I 12. 6 I 20. s I 33. s I 45. 2 

注：平成 7、8年災を対象に実施した「水害に関するアンケート躙査」より

出典 ：国土交通省「治水経済調査マニュアル（案）」（平成 17年4月）

床下

4.0 

50cm 

t心i

7.5 

表 清 桶 延 べ 旧 数

50~ 

99 CIU 

13. 3 

床 卜＿

100~ 

199 c"' 
26.1 

200~ 

299 ctn 

42.4 

注：平成 1、8年災を対象にした「水害に関するアンケート調査Jによる。

出典 ：国士交通省 「治水経済調査マニュアル（案）」（平成 17年4月）

300cm 

以上

50. 1 
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（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 事業所における応急対策費用 

（削る。） 

応急対策費用＝事業所数×支出負担単価 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

③～⑥ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(c) 事業所における応急対策費用 

下記により算定する。 

応急対策費用＝事業所数×支出負担単価 

 

 

③～⑥ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 浸水深別の代替活動単価

庁上

没水深 l未下 1 50じIn 5rド～ 100~ 2()ij~ 30りL'UI

k滴 99 Cl1l 199 L•m 299 cm 以上

l i :. i l| i I 8ど． 5 | 147. 6 206. G 27 5. 9 326.l 3 4 3. 3 

注：平成 7、8年災における I水宮：こ問するアンケート調荏1による

出典 ：国士交通省「治水経済調査マニュアル （案）」（平成 17年4月）

表 浸水別支出負担単価

床上

ぽ水深 床ド ；；oじln 50~ 100~ 2uo~ 300lm 

未満 (） !.1,. ni t!ni,・111 2!）！）げ[1 以 I・

i'-1Ltli ・17. 0 ,．I -

-・ J 
I. 711 3, 72じ 6, 556 6, 619 

，主 ：ギhk7、 8年災における 「水＇恥こ悶 iて心―rン，ケー r・ n問育」によ る。

出典 ：国土交通省 「治水経済調査マニュアル（案）」（平成 17年4月）
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【老朽ため池等整備の場合】 

ア～イ ［略］ 

ウ 被害単価の算定 

 ①～② ［略］ 

③ 間接被害額の算定 

営業停止損失、家庭における応急対策費用、事業所における応急対策費

用を計上する。 

なお、家庭用納屋については、清掃労働対価等の間接被害が発生すると

思われるが、家庭における応急対策費用との重複計上を避けるため、間接

被害は計上しない。 

公共建物についても、間接被害は計上しないものとする。 

(ｱ) 営業停止損失 

浸水する事業所の従業者数に営業の停止・停滞による延べ損失日数を乗

じ、１人１日当たりの付加価値額を乗じて営業停止損失を算定する。 

ａ 営業停止・停滞日数 

「治水経済調査マニュアル(案)」（国土交通省）等を参考に、産業大

分類別産業毎の従業者数に営業停止・停滞日数及び１人１日当たりの付

加価値額を乗じ、産業毎の営業停止損失額を求めその総和を算定する。 

Ｄ＝Ｍ×(ｎ０＋ｎ１/２)×ｐ 

Ｄ：営業停止損失額 

Ｍ：従業者数 

ｐ：付加価値額(円/(人・日)) 

ｎ０、ｎ１：それぞれ浸水深に応じた営業停止日数・停滞日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽ため池等整備の場合】 

ア～イ ［略］ 

ウ 被害単価の算定 

 ①～② ［略］ 

③ 間接被害額の算定 

営業停止損失、家庭における応急対策費用、事業所における応急対策費

用を計上する。 

なお、家庭用納屋については、清掃労働対価等の間接被害が発生すると

思われるが、家庭における応急対策費用との重複計上を避けるため、間接

被害は計上しない。 

公共建物についても、間接被害は計上しないものとする。 

(ｱ) 営業停止損失 

浸水する事業所の従業者数に営業の停止・停滞による延べ損失日数を乗

じ、１人１日当たりの付加価値額を乗じて営業停止損失を算定する。 

ａ 営業停止・停滞日数 

「治水経済調査マニュアル(案)」（国土交通省）等を参考に、産業大

分類別産業毎の従業者数に営業停止・停滞日数及び１人１日当たりの付

加価値額を乗じ、産業毎の営業停止損失額を求めその総和を算定する。 

Ｄ＝Ｍ×(ｎ０＋ｎ１/２)×ｐ 

Ｄ：営業停止損失額 

Ｍ：従業者数 

ｐ：付加価値額(円/(人・日)) 

ｎ０、ｎ１：それぞれ浸水深に応じた営業停止日数・停滞日数 
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（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 従業者１人１日当たり付加価値額 

従業者１人１日当たり付加価値額は「治水マニュアルデフレーター」

において産業分類別に示されており、本事業の効果測定においては、関

係市町の産業分類別従業者数で加重平均した値を用いることとする。 

    

 

 

 

 

 

 

ｂ 従業者１人１日当たり付加価値額 

従業者１人１日当たり付加価値額は「治水マニュアルデフレーター」

Ｐ11において産業分類別に示されており、本事業の効果測定においては、

関係市町の産業分類別従業者数で加重平均した値を用いることとする。 

    

 

 

 

 

 

営業停止 ・停滞日数（日）

床上

浸水深 床下

50cm 50~ 100~ 200~ 300c1D 

未満 99cm 199cm 299cm 以上

停止日数 3.0 4.4 6.3 10. 3 16.8 22.6 

停滞日数 6.0 8.84 12.6 20.6 33.6 45.2 

「治水経済調査マニュアル（案）」（国土交通省） P.57

従業者 1人 1日当たり付加価値額の算定 従業者 1人 1日当たり付加価値額の算定

関係市町合計 従業者1人1日 関係市町合計 従業者1人1日
産業 （大分類｝ 従業者数 当たり付加価値額 産業 （大分類） 従業者数 当たり付加価値額

（人） （円／人） ③＝①x② （人） （円／人） ③＝①x② 
① ② ① ② 

計 計

* 1事業所当たりの従業者数は、 「事業所 ・企業統計調査報告」（総務省統計 * 1事業所当たりの従業者数は、 「事業所 ・企業統計調査報告」 （総務省統計

局）により関係市町における 1事業所当たりの従業者数の値を用いる。 局）により関係市町における 1事業所当たりの従業者数の値を用いる。
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(ｲ) 家庭における応急対策費用 

ａ 清掃労働対価 

世帯数に次の世帯当たりの労働単価及び清掃延日数を乗じ、家庭にお

ける清掃労働対価の被害額を算定する。 

世帯数×労働対価評価額×清掃延日数 

    

   （削る。） 

 

    

 

 

 

 

   １日当たり一般世帯清掃労働対価評価額は、「治水マニュアルデフレータ

ー」による 

 

   ｂ 代替活動等の出費 

世帯数に下表の被害単価を乗じ、飲料水の購入や通勤等の代替交通等

の代替活動等による被害額を算定する。 

ただし、「治水経済調査マニュアル(案)」（国土交通省）に示されて

いる被害単価は、支出済費用換算係数を乗じて現在単価に換算して適用

する。 

 

 

 

   （削る。） 

 

 

 

 

 

(ｲ) 家庭における応急対策費用 

ａ 清掃労働対価 

世帯数に次の世帯当たりの労働単価及び清掃延日数を乗じ、家庭にお

ける清掃労働対価の被害額を算定する。 

世帯数×労働対価評価額×清掃延日数 

    
１日当たり一般世帯清掃労働対価評価額は、「治水マニュアルデフレータ

ー」P.12による 

 

   ｂ 代替活動等の出費 

世帯数に下表の被害単価を乗じ、飲料水の購入や通勤等の代替交通等

の代替活動等による被害額を算定する。 

ただし、「治水経済調査マニュアル(案)」（国土交通省）Ｐ.58に示さ

れている被害単価は平成７、８年災を対象にした「水害に関するアンケ

ート調査」によるものなので、支出済費用換算係数を乗じて現在単価に

換算して適用する。 

    

清掃延 日数（日）

床下 ！ 
床上

浸水深

50cm 50~ 100~ 200~ 300cm 

未満 99cm 199cm 299cm 以上

清掃 E数 | 4.o I 7.5 13.3 26. 1 4 2. 4 50. 1 

「治水経済調査マニュアル（案）」 （国士交通省） P.57 

被害出（而（干円／世帯）

床J:
没水深 床下 | 

50cm 50~ 100~ 200~ 300cm 
未祓i 99cm 199cm 299cm 以上

比価 | 82. 5 | 1 47. 6 206.5 275.9 326. I 313.3 

「治水経済調査マニュアル（案）」（国士交通省） P.58
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   ｃ 事業所における応急対策費用 

・清掃労働対価 

清掃労働の間の営業停止・停滞に伴う被害は別途、営業停止損失とし

て算定していることから、被害の重複評価を避けるため、事業所の清掃

労働対価は算定しない。 

・代替活動等の出費 

浸水事業所数に下表の被害単価を乗じて代替活動等に伴う被害額を算

定する。 

ただし、「治水経済調査マニュアル(案)」（国土交通省）に示されて

いる被害単価は、支出済費用換算係数を乗じて現在単価に換算して適用

する。 

 

 

    （削る。） 

 

 

 

 

 

 

   ｄ 浸水深の考え方 

建物の被害額の算出には「治水経済調査マニュアル(案)」（国土交通

省）における浸水深別被害率を適用するが、床からの浸水深で被害率が

区分されているため、床のある建物(住居、公共建物)と床のない建物(農

業用納屋、事業所)とで適用が異なる。なお、被害想定における水深はほ

場面を基準にしたものである。 

 

 

 

 

 

 ｃ 事業所における応急対策費用 

・清掃労働対価 

清掃労働の間の営業停止・停滞に伴う被害は別途、営業停止損失とし

て算定していることから、被害の重複評価を避けるため、事業所の清掃

労働対価は算定しない。 

・代替活動等の出費 

浸水事業所数に下表の被害単価を乗じて代替活動等に伴う被害額を算

定する。 

ただし、「治水経済調査マニュアル(案)」（国土交通省）Ｐ.58に示さ

れている被害単価は平成７、８年災を対象にした「水害に関するアンケ

ート調査」によるものなので、支出済費用換算係数を乗じて現在単価に

換算して適用する。 

     
ｄ 浸水深の考え方 

建物の被害額の算出には「治水経済調査マニュアル(案)」（国土交通

省）における浸水深別被害率(下表)を適用するが、床からの浸水深で被

害率が区分されているため、床のある建物(住居、公共建物)と床のない

建物(農業用納屋、事業所)とで適用が異なる。なお、被害想定における

水深はほ場面を基準にしたものである。 

 

 

 

 

 

被害琳価（千円／事業所）

床上

授水深 床下

50cm 50~ 100~ 200~ 300cm 
未満 99cm 199cm 299cm 以上

単伯i 17.0 92.5 1, 711 3,726 6,556 6,619 

「治水経済調査マニュアル（案）」（国土交通省） P.58
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   （削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

    

浸水深別被害率

-資産名

床上
床下

50cm 50~ 100~ 200~ 300cm 

未満 99cm 199cm 299cm 以上

家屋(A'JWープ） 0.032 0.092 0.119 0.266 0. 580 0.834 

家屋(Bク・←プ） 0.044 0. 126 0. 176 0. 343 0.647 0.870 

家屋(C'JWープ） 0.050 0. 144 0.205 0.382 0.681 0.888 

家庭用品 0.021 0. 145 0.326 0.508 0.928 0.991 

事業所償却資産 0.099 0.232 0.453 0. 789 0.966 0.995 

事業所在庫資産 0.056 0. 128 0.267 0.586 0.897 0.982 

農漁家償却資産 0.0 0. 156 0.237 0.297 0.651 0.698 

農漁家在庫資産 0.0 0. 199 0.370 0.491 0. 767 0.831 

地盤勾配 A: 1/1000未満 B: 1/1000~1/500 C: 1/500以上 「治水経済調査マニュアル

（案）」（国土交通省） P.49,52,53 

ほ場面からの浸水深概念図 ほ場面からの浸水深概念図

／ ぽのある琶雹 I • ／ 'Ill'のない饗 I ／ ぽのある麟 I • ／ 'I床かない輝 I 

▽ （出，公共鷹働 僅皇JU)
▽ （出．公鵡働 聞罠JU)

•— 
臼 i贔ミiqぼ-iii 

偵紐定における水胃I― m面炉枷舟禎書鸞定に料jるが霞

鴎冒珈I/ 暉頁 ” ／ 

＊ほ場面と敷地面の高さは、地区ごとの現地調査によって、決定する。 ＊ほ湯面と敷地面の高さは、地区ごとの現地調査によって、決定する。

建物区分別の適用水深（ほ場面からの水深） 建物区分別の適用水深（ほ場面からの水深）

｀ 建物区分

床上

で建物区分

床上
床下 床下

50cm 50~ 100~ 200~ 300cm 50cm 50~ 100~ 200~ 300cm 
未清 99cm 199cm 299cII 以上 未潰 99cII 199cm 299c圃 以上

床のある建物 30~79c 80~ 130~ 180~ 280~ 380cm 床のある建物 30~79c BO~ 130~ 180~ 280~ 380cm 
m 129cm 179c圃 279cm 379cm 以上 m 129cm 179cm 279cm 379cm 以上

床のない建物 なし 30~ 80~ 130~ 230~ 330cm 床のない建物 なし 30~ 80~ 130~ 230~ 330cII 
79cm 129cm 229cm 329cm 以上 79cm 129cm 229cm 329cm 以上
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   ｅ ［略］ 

 エ ［略］ 

 

   ｅ ［略］ 

 エ ［略］ 

 

（削る。） 

 

【利水ダム整備の場合の具体的な算定方法】 ［略］ 

 

８～16 ［略］ 

第５節 ［略］  

 

８～16 ［略］ 

第５節 ［略］  
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